
介護保険負担限度額認定について 

 

１ 介護保険負担限度額認定とは 

 介護保険施設(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設等)やショ

ートステイを利用する方の居住費・食費の負担が、一定の要件を満たす場合に軽減され

る制度です。 
 

２ 認定要件 

(１) 本人、配偶者及び同一世帯の方全てが住民税非課税者であること 

  (２) 本人及び配偶者の預貯金等が基準額以下であること 
 

３ 居住費・食費の自己負担限度額（1 日あたり） 

 
 

４ 申請書類 

  (1) 介護保険負担限度額認定申請書 

  (2) 同意書 

  (3) 本人及び配偶者の預貯金等の資産額を証する写し(通帳の写し等) 

     ※ 通帳の写しは、口座情報(金融機関名・支店名・口座番号・名義人)が記載され

たページの写しと概ね2か月以内の残高が確認できるページの写し 

※ 本人及び配偶者が通帳を複数所有している場合は、全ての通帳の写し 
 

５ 提出先 

  〒026-0025 岩手県釜石市大渡町 3-15-26 (保健福祉センター内) 

   釜石市 地域包括ケア推進課 高齢福祉係 


